
 

 

 
 

 

 ＜ 総 会 次 第＞       

  1.  開会のことば      

  2.  ＰＴＡ会長あいさつ      

  3.  学校長あいさつ      

  4.  転入教職員の紹介      

  5.  議長選出      

  6.  審議      

   （1） 令和 7年度ＰＴＡ活動報告     

   （2） 令和 7年度ＰＴＡ一般会計・特別会計決算報告  

   （3） 札幌市ＰＴＡ共済会掛金会計報告    

   （4） 会計監査報告     

   （5） 令和 8年度ＰＴＡ活動方針案     

   （6） 札幌市ＰＴＡ共済会加入について    

   （7） 令和 8年度ＰＴＡ会計予算案     

   （8） 令和 8年度ＰＴＡ役員選出     

   （9） その他     

        

  7.  議長退任      

  8.  旧役員退任のあいさつ      

  9.  新役員就任のあいさつ      

    10.  連絡      

    11.  閉式のことば      

        

        

   

 

 

令和 8 年度        

           新陵中学校     

    ＰＴＡ総会議案書  

期 日： 令和 8年 4 月 20 日（月） 

場 所：新陵中学校 

日 程：授業参観         12：50～13：40 

  学年・学級 PTA    13：50～14：30 

  PTA 総会(体育館)   14：40～15：40 

    体文振総会(体育館) 15：40～16：30 



令和７年度 新陵中学校ＰＴＡ年間活動報告 

 役員会、運営委員会 事務局 １年生委員会 ２年生委員会 ３年生委員会 ５組委員会 

４月 15：ＰＴＡ総会 9：ＰＴＡ入会式 15：学級ＰＴＡ 15：学級ＰＴＡ 15：学級ＰＴＡ  

５月  2：手稲区Ｐ連総会     

６月 
12：役員会 

25：第１回運営委員会 

     

７月 
  10：ラベンダー 

刈り 

10：ラベンダー 

刈り 

10：ラベンダー 

刈り 

 

８月       

９月       

10 月 
 10：手稲区 P 連 

事務局交流会 

    

11 月 
 14：標準服リサイクル 

18：事務局会議（臨時） 

18：学年・学級 

ＰＴＡ 

18：学年・学級 

ＰＴＡ 

18：学年・学級 

ＰＴＡ 

 

12 月 12：役員会（臨時） 9：事務局だより発行     

１月 29：役員会      

２月 20：第 2 回運営委員会      

３月 

 10：3 年生体育大会 

17：2 年生体育大会 

19：1 年生体育大会 

臨時ＰＴＡ総会（書面） 

事務局だより発行 

    

備
考 

事務局だより発行（年 2 回） 

区 P・市 P 会議（随時） 

 

 

 

 
 

 

 

ラベンダー刈り  

新陵中 PTA 活動のひとこま 

次年度新 1 年生向け 

リサイクル販売会 

1



令和 7年度 PTA 学級委員アンケート結果 

1. はじめに 

令和 7年度は学級委員の皆様へアンケートを実施いたしました。 

PTA 活動の「生の声」をまとめましたので、ご報告いたします。 

 

2. 活動のボリュームと運営への評価 

：非常にポジティブな傾向と捉えます。 

【問 1：活動のしやすさについて(グラフ参照)】 

・８０％以上の方が「余裕を持って参加できた」「概ねバランス良く

参加できた」と回答されています。 

・ 「かなり工夫して時間を作った」という方は 0名でした。 

【問 4：業務内容の把握について】 

９割の方が、何をすればよいか事前に分かりやすかったと回答され

ています。 

【問 5：活動費の金額について】 

７割以上の方が「適切」と感じており、活動環境は概ね整えていま

す。 

 

3. 活動の魅力（やってよかった！の声） 

複数回答で多かったメリットや、達成感を感じた活動です。 

良かったこと TOP2： 問２参照 

①学校の様子や雰囲気がよく分かった（圧倒的多数） 

②保護者同士のつながり、先生と接する機会が増えた 

達成感があった活動： 

「運営委員会」「ラベンダー刈り」「学年 PTA」が同等に高く、やりが

いを感じていただける機会になったと思われます。 

4. 自由記述メッセージのご紹介 

委員の皆様から届いた温かいメッセージの一部をご紹介します。 

「中学生になり学校の様子がわからなかったので、役員になって先生や他学年の話も聞けて良かったで

す。事務局の準備もスムーズで、お菓子も用意していただき運営委員会が楽しみでした！」 

「お忙しい中、細やかな配慮のもとでの活動ありがとうございます。」「1年間楽しかったです！」 

 

5. おわりに 

アンケート結果から、「学校の様子を身近に感じながら、無理なく楽しく活動できる」環境であること

が再確認できました。 
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問2：活動を通じて「良かっ

た」と感じたことは？複数回

答

問1：活動のボリュームは継続

しやすいバランスでしたか？

１、とても余裕を持って参加できた

２、概ねバランスよく参加できた

３、調整が必要な場面もあった

４、かなり工夫して時間を作った
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問3：「この活動はスムーズだった」

「達成感があった」と思うものは？

（複数回答）

問4：「何をすればいいか」は

事前に示されていたか？

１、はい

２、どちらかといえば、はい

３、どちらかといえば、いいえ

４、いいえ

問5：活動費について

金額は適切だと思うか？

１、適切だと思う ２、多いと思う

３、少ないと思う ４、わからない
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総収入 1,151,768 円 – 総支出 851,096 円 ＝ 次年度繰越 300,672 円 

 

令和７年度 一般会計 決算 

令和 ８年 ４月 ２日 

<収入の部>                                            （単位：円） 

項   目 予算額 決算額 備   考 

繰 越 金 506,075 506,075  

会   費 600,000 644,664  

雑 収 入 0 1,029 預金利息 

合  計 1,106,075 1,151,768  

 

<支出の部> 

項   目 予算額 決算額 差引残高 備   考 

1. 会議費   会議運営費 50,000 43,019 6,981 役員会・運営委員会等 

2. 需要費 1. 消耗品費 30,000 7,234 22,766 事務用品等 

2. 印刷費 20,000 0 20,000 コピー用紙・インク等 

3. 通信費 15,000 9,310 5,690 役員通信費等 

4. 渉外費 35,000 3,500 31,500 三校交流会・区Ｐ懇親会等会費 

5. 備品費 30,000 13,976 16,024 ＰＴＡ室備品代 

小    計 130,000 34,020 95,980  

3. 活動費 1. 学年費 90,000 90,000 0 1 学級 10,000×9 学級 

2. 研修費 50,000 6,300 43,700 研修大会・会議等交通費 

3. 環境整備費 15,000 8,010 6,990 ふれあい活動（ラベンダー刈り） 

4. 卒業記念品費 80,000 74,865 5,135  証書ケース・胸花 

5. 慶弔費 50,000 114,792 △64,792  

6. 特別活動費 40,000 22,754 17,246 体育祭ドリンク代等 

7. 事務局費 40,000 33,455 6,545  

小    計 365,000 350,176 14,824  

4.         分担金 220,000 192,580 27,420  市Ｐ協・区Ｐ連分担金 

5.      部活動支援費 0 0 0  体文振への支援金 

6.     各種団体負担金 0 0 0 各種団体・中体連・中文連等の負担金 

7.         表彰費 20,000 32,000 △12,000 役員への表彰・記念品等(R8 より廃止） 

8.         予備費 321,075 199,301 121,774 事務機器の更新等 

9.        その他 0 0 0 特別会計繰出等 

総   計 1,106,075 851,096 254,979  
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総収入 2,240,109 円 – 総支出 0 円 ＝ 次年度繰越 2,240,109 円 

 

総収入 189,520 – 総支出 189,520 ＝0 円 

 

 

令和７年度 特別会計 決算 

令和 ８年 ４月 ２日 

<収入の部>                                            （単位：円） 

項   目 決 算 額 備   考 

前年度繰越金 2,192,170  

標準服リサイクル収益金 24,300  

資源回収助成金 19,876  新生町内会資源回収収益金 

預金利息 3,763  

合   計 2,240,109  

 

<支出の部> 

項   目 決 算 額 備   考 

 0   

    

    

合  計 0  

令和７年度 札幌市 PTA 共済会掛金会計 決算 

令和 ８年 ４月 ２日 

<収入の部>                                             （単位：円） 

項   目 決 算 額 備   考 

繰入金（保険料） 189,520 生徒 480 円×314 口 
保護者・教職員 140 円×322 口 

預金利息 0  

合   計 189,520  

 

<支出の部> 
項   目 決 算 額 備   考 

保険料 189,520  

その他 0  

合  計   189,520  
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【令和８年度】 

新陵中学校 PTA の活動方針(案) 

１．PTA の理念と「任意加入について」 

新陵中学校 PTA は、保護者と教職員が協力し、子どもたちの学校生活をより豊かにすることを目

的に活動する「任意のサークル(団体)」です。 

 令和８年度より、本会の趣旨にご賛同いただける方に加入いただく「入会意思確認」を実施しま

す。この確認は、一人ひとりの意思を大切にするためのものです。また、PTA 活動の成果は、入会

の有無に関わらず、教育環境の向上という形で全生徒に公平に寄与いたします。 

２．活動の目的 

本会は、生徒の豊かな学校生活と健やかな成長を願い、保護者と教職員が自発的な協力関係のも

と、楽しみながら活動することを目的としています。また、会員同士の親睦を深め、より良い教育

環境を学校と共に築くことを目指しています。 

３．活動方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意加入の原則に基づき、入会をされた会員の

皆さまの想いを大切に、無理のない範囲で参加

できる『開かれた組織運営』を目指します。 

お預かりする会費の使い道を精査し、PTA 会員・

非会員に関わらず「新陵中のすべての子どもたちの

活動」を支える活動(行事支援や環境整備等)への充

当を優先し、適正な予算運営に努めます。 

社会情勢や学校環境の変化に合わせ、従来の活

動内容や予算配分を定期的に見直し、現代の保護

者の価値観に即した効率的価値、保護者のつなが

りも大切にした活動を目指します。 

学校(行政)の役割を尊重しつつ、PTAならではの

視点で子供たちの学校生活をサポートするため、

学校側と建設的な対話と調整を継続します。 

①入会意思の尊重と柔軟な運営 ②会費運用の適正化と透明性 

③時代のニーズに合わせた活動の見直し ④学校との自立したパートナーシップ 

個人の声では届きにくい課題も、PTAと

いう組織を通すことで学校や行政との対

等な「対話」が可能になります。私たち

は、保護者のリアルな声を届ける窓口と

して、健全なパートナーシップを築くこ

とを目指します。 
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【令和８年度】 

新陵中学校PTA活動と運営について 

1. 会費について 

皆様からお預かりする会費の使い道を精査し、「より公平に、全生徒へ還元できる形」へと適正化

に取り組んでいます。 

PTA会費（一家庭5,900円/年、月約492円）:年4回に分けて学校徴収金として引き落とし 

①活動費(1,800円)…一般会計：会議費や需用費（印刷・通信、渉外）や学年PTA活動費、体育大会

ドリンク購入、慶弔、P連負担金、教育団体支援など 

特別会計：奨励費(卒業記念品)、特定の事業のための予算 

（例：卒業式フォトスポット幕購入） 

②部活動支援金(3,600円)…部活動支援(中体連・中文連等)への遠征支援、大会参加費など 

③PTA共済会掛金(今年度のみ年500円)…別紙『2026年度札幌市PTA共済会のご案内』参照 

 

2. 主な活動の紹介(令和7年度活動例) 

「できる人が、できる時に、できるカタチで」、活動を行います。 

・ラベンダー刈り： ラベンダーを刈り取って学校花壇の整備活動に寄与しています。 

・リサイクル販売： 大切に使われた標準服等を次の方へ繋ぐ、家計と環境に優しい活動です。 

・体育大会・行事支援： 飲料の提供などで子供たちが安全に活動できるようサポートします。 

・生徒会主催のボランティア清掃参加への声かけ（今年度〜）。 

 

3. 活動を支える運営体制（会員による運営） 

PTA活動は、会員の皆さまの「会費」とそれを形にする「運営」のバランスで成り立っています。 

・事務局（役員会）： 活動の企画・運営を行うコーディネーター役です。 

・会計監査： PTA会費の監査をしていただきます(年２回ほど)。 

・学級委員： 会員の代表として、お預かりした会費を「全生徒への還元」という形に変えるため

の運営サポーターです。「PTA活動の心臓部」を少しずつ分担して支えていただいて

います。各学級より２〜４名の方にサポートしていただきます。 

  ※活動内容：運営委員会(年2回)への出席、ラベンダー刈り(７月)、役員選考(10月頃に２回) 

学年諸費監査(１月頃) 

  ※安心ポイント：「一人で全部」ではなく、学年や事務局、先生とチームで動きます。先生との

距離が縮まり、学校の様子がよく見えるというメリットがあります。 

  

 

 

 

 

 

お仕事等で時間が取れない！という方は 

「会費での応援」 

日程が分かれば協力できそう！という方は 

「運営でも応援」 

想いを「それぞれのカタチ」で、子供たちのための活動の

維持にどうかご理解とご協力をお願いいたします！ 

PTAのしくみとつながり 
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4. 事務局の「いつかできたらいいな☆」リスト 

（※実現できなかったらごめんなさい！挑戦に向けて調整中です！） 

 

【新陵祭を盛り上げたい！】 

・保護者の方がホッとできる休憩所、「保護者カフェ」の設置。 

・子供達が喜ぶ何らかの企画。 

 

【学校の味を体験したい！】 

・懐かしの味？今の給食ってどんな味？を保護者も楽しめる「給食試食会」の再開。 
→開催決定はしましたが、日程など調整中です！お楽しみに☆ 
 
【もしもの時に備えたい！】 
・親子で、または生徒たちが楽しく防災を学ぶ、地域の皆様と「避難所体験」の実施。 

 

 

 

 

 

【ご理解いただきたいこと】 

上記の企画は、あくまで事務局の「やりたいことリスト」です。

状況により実施を見送る場合もございます。その時は、「できなか

ったらごめんなさい！」の精神で、まずは「やってみたい！」とい

うワクワクを大切に、夢を語らせていただき、できることから一歩

ずつ挑戦させていただきます！ 

どうか温かく見守っていただき、実現した際には、ぜひとも会員

の皆様のお力を貸していただけると嬉しいです！ 

  新しい「PTA のカタチ」を皆さんと一緒に作っていけたらと思っています！ 

 

※他にも、会員の皆様のご意見やご要望があれば、学校に足を運ばれた際などに、 

玄関下駄箱の「PTA ご意見ボックス」へご投函ください。（今年度より実施します！） 
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令和８年度 一般会計 予算（案）令和 ８年 ４月 20 日 

<収入の部>                                             （単位：円） 

項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

繰 越 金 506,075 300,672  

会   費 644,664 1,513,940 5900×(家庭 233.6＋教職員 23) 

雑 収 入 1,029 0 預金利息 

合  計 1,151,768 1,814,612  

 

<支出の部> 
項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

1. 会議費   会議運営費 43,019 50,000  役員会・運営委員会等 

2. 需要費 1. 消耗品費 7,234 15,000  事務用品等 

2. 印刷費 0 10,000  コピー用紙・インク等 

3. 通信費 9,310 24,000   役員通信費等 

4. 渉外費 3,500 35,000  三校交流会・区Ｐ懇親会等会費 

5. 備品費 13,976 10,000  ＰＴＡ室備品代 

小    計 34,020 94,000  

3. 活動費 1. 学年費 90,000 100,000  1 学級 10,000×10 学級 

2. 研修費 6,300 20,000  研修大会・会議等交通費 

3. 環境整備費 8,010 10,000  ふれあい活動（ラベンダー刈り） 

4. 卒業記念品費 74,865 0   証書ケース・胸花 

5. 慶弔費 114,792 60,000  

6. 特別活動費 22,754 50,000  体育祭ドリンク代等 

7. 事務局費 33,455 40,000  

小    計 350,176 280,000  

4.         分担金 192,580 71,000  市Ｐ協・区Ｐ連分担金 

5.      部活動支援費 0 930,000  体文振への支援金 

6.     各種団体負担金 0 16,000 札幌市教護協会・札幌市特別支援教育協議会        

北海道特別支援学級教育連盟 

7.         表彰費 32,000 0   役員への表彰・記念品等(R8 より廃止） 

8.         予備費 199,301 21,612  

9.     特別会計繰出金 0 200,000 卒業記念品費等 

10. 札幌市 PTA 共済会掛金会計繰出金 0 152,000 札幌市 PTA 共済会掛金 

11.        その他 0 0  

12.        繰越金 300,672 0  

総   計 1,151,768 1,814,612  
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令和８年度 特別会計 予算（案） 

令和 ８年 ４月 20 日 

<収入の部>                                             （単位：円） 

項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

前年度繰越金 2,192,170 2,240,109  

標準服リサイクル収益金 24,300 0  

資源回収助成金 19,876 0 新生町内会資源回収収益金 

繰入金 0 200,000 一般会計より繰入 

預金利息 3,763 0  

合   計 2,240,109 2,440,109  

 

<支出の部> 
項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

卒業記念品費 0 200,000  卒業証書入れ・胸花・紅白饅頭  

学校備品購入支援費 0 500,000  高額備品購入にあたっての支援 

新陵祭参加事業費 0 100,000  新陵祭 保護者休憩所の整備費用 

繰越金 2,240,109 1,640,109  

合  計 2,240,109 2,440,109  

令和８年度 札幌市 PTA 共済会 予算（案） 

令和 ８年 ４月 20 日 

<収入の部>                                             （単位：円） 

項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

繰入金（保険料） 189,520 152,000 一般会計より繰入 

預金利息 0 0  

合   計 189,520 152,000  

 

<支出の部> 
項   目 令和７年度決算額 令和８年度予算額 備   考 

保険料 189,520 152,000  

その他 0 0  

合  計 189,520   152,000  
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（案） 
（当日配布） 
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札幌市立 

新陵中学校保護者と先生の会会則 
 

第１章 名   称 

 

第１条 この会は「札幌市立新陵中学校保護者と先 

生の会（ＰＴＡ）」といい、事務局を同校 

内に置く。 

 

第２章 目   的 

 

第２条 この会は保護者と教職員がそれぞれの理解

と協力に基づき、会員の教養を高めると共

に、学校と家庭と社会における生徒の健全

な育成と福祉を図ることを目的とする。 

 

第３章 事   業 

 

第３条 この会は前条の目的を達成するために、次

のことを行う。 

１．会員の研修に関すること。 

２．会員の厚生・親睦に関すること。 

３．生徒の教育環境の整備に関すること。 

４．生徒指導に関すること。 

５．生徒の福祉のために活動する他の団体及び 

機関との協力に関すること。 

 

第４章 会   員 

 

第４条 この会は、その趣旨に賛同する札幌市立新

陵中学校に在籍する生徒の保護者と教職員

とする。会員は互いに尊重し合い、対等な

立場で会の運営に参画する権利を有し、等

しくその責任を分かち合うものとする。 

１．本校に在籍する生徒の保護者。 

２．本校に勤務する教職員。 

３．この会の入会及び退会は任意とする。 

４．この会への入会希望者は、「入会意思確認 

書」の確認事項に同意の上、入会の意を記 

し提出する。 

５．この会の退会は、以下のとおりとする。 

自動退会：子の卒業または転校等により、 

教職員会員については異動また 

は退職により会員資格を失う者 

は、自動的に退会とする。 

任意退会：退会を希望する者は「入会意思 

確認書」に退会の意を記し提出す 

る。 

 

第５章 役   員 

 

第５条 この会の役員は、次の通りとする。 

１．会 長  １名（保護者） 

２．副会長  ３名（保護者２名、教職員１名） 

３．事務局長 １名（教職員） 

４．事務局次長２名（保護者） 

５．会 計  ３名（保護者２名、教職員１名） 

※各役員については若干名増やすことができる。 

第６条 役員は、役員選考委員会において候補者と 

して指名され、総会において承認を得たも 

のとする。 

第７条  役員の任期は１年とする。ただし再任は妨 

げない。 

第８条  任期中欠員が生じたときは、必要により後 

任者を運営委員会で選出する。ただし任期 

は前任者の在任期間とする。 

第９条  役員の任務は次のとおりとする。 

１．会長はこの会を代表し、会務を統括する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あると 

きはその職務を遂行する。 

３．事務局長は会務を処理し、事務局業務を統 

括する。 

４．事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長 

に事故あるときはその業務を代行する。 

５．会計はこの会の会計業務を処理し、監査を 

経て総会に報告する。 

第 10 条 役員会は会長が必要と認めたとき招集し、 

        会務を処理する。    

第 11 条 学校長はこの会の顧問とし、各種会合に 

        出席して意見を述べることができる。

    

第６章 会計監査 
    

第 12 条 この会の経理を監査するために 2 名の会 

計監査を置く。    

第 13 条 会計監査は必要に応じて臨時会計監査を 

行い、その結果を定期総会に報告する。 

第 14 条 会計監査は、役員選考委員会において 

候補者として指名され、総会において承認 

されたものとする。   

第 15 条 会計監査の任期は 1 年とする。ただし再 

任は妨げない。    
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第７章 学級委員会・学年委員会 
 

第 16 条 本校に学級委員会と学年委員会を置き、 

それぞれの活動を推進する。  

１．学級委員会  

学級委員と学級担任で構成し、学級Ｐ 

ＴＡ活動の企画運営、及び学校行事等 

への協力にあたる。   

２．学年委員会  

学年ごとに学級委員と担当教職員で構成 

し、学級ＰＴＡ相互の連絡調整を図り、 

学年ＰＴＡ活動の企画運営にあたる。 

 

第８章 総   会 
 

第 17 条 総会は、全会員をもって構成し、この会の 

最高決議機関とし、会長がこれを招集す 

る。 

第 18 条 総会は定期総会及び臨時総会とする。 

第 19 条 定期総会は毎年年度初めに開き、この会の 

「会務報告」「決算報告」「予算審議」 

「事業計画」「役員選出」「会則改定」そ 

の他の必要事項の審議を行う。  

第 20 条 臨時総会は運営委員会または会員の３分の 

１以上の要求があったときに開く。 

第 21 条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意に 

よって決定する。   

   

第９章 運営委員会 
 

第 22 条 運営委員会は総会につぐ決議機関であっ 

て、本会の役員、各学級委員をもって構成 

する。 

第 23 条 運営委員会の任務は次のとおりとする。 

１．総会に提案する議案の審議。  

２．学級・学年委員会、及びＰＴＡ活動の連絡 

調整。 

３．総会において委任された事故及びその他必 

要事項について処理する。   

第 24 条 運営委員会の議事は会計監査委員を除く出 

席委員の過半数の同意によって決定する。

     

第 10 章 事 務 局 
 

第 25 条 事務局は次の業務を行う。  

 １．各学級・学年委員会活動の大綱の作成 

   及び連絡調整に関すること。  

２．総会・運営委員会の企画及び記録に関 

すること。 

３．渉外及び関係諸団体との協力に関する 

こと。 

４．生徒の文化・体育の奨励に関すること。 

５．その他この会の活動を円滑に進 

めるために必要な業務。 

   

第 11 章 役員選考委員会 
 

第 26 条 この会において役員選考委員会を構成し、 

次年度の役員・会計監査を指名する。 

第 27 条 この委員会の構成及び任務は次のとおりと 

する。    

１．選考委員会は、学年の学級委員から各２ 

名、教職員１名、退会予定役員１名で構成 

する。ただし、退会予定役員が不在の場合 

は会長がこれに代わる。 

２．この委員会は互選により、委員長１名、副 

委員長１名を選出する。   

３．役員候補者並びに会計監査候補者の推薦は 

あらかじめ本人の同意を得なければならな 

い。  

４．候補者の氏名は選考委員長によって総会に 

報告され、役員・会計監査としての承認を 

得るものとする。 

５. すべての役職が決定した時点において、こ 

の委員会は解散する。  

 

第 12 章 特別委員会及びボランティア組織 
 

第 28 条 この会は運営委員会が必要と認めたとき、 

特別委員会及びボランティア組織を設ける 

ことができる。特別委員会及びボランティ 

ア組織は任期終了とともに解散する。 

    

第 13 章 会   計 
 

第 29 条 この会の会計は、会費その他の収入をもっ 

てあたる。    

第 30 条 会費の徴収等は次のとおりとする。  

１．ＰＴＡ会費は年４回に分けての集金とす 

る。 

２．会費の集金及び督促、またはそれに付随す 

る事項に関しては、札幌市立新陵中学校Ｐ 

ＴＡと札幌市立新陵中学校との間に締結し 

た業務委託契約に基づき、学校に委任す 

る。 

３．会費の金額等については、別に細則に定め 

るものとする。    

第 31 条 この会の会費は、総会によって定め、総会 

で決議された予算に基づいて経理するもの 

とする。    

第 32 条 この会の会計年度は毎年４月１日より翌年 

３月 31 日までとする。  
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第 14 章 個人情報 
 

第 33 条 個人情報の取扱いについて必要な規則は、 

  別に定める。    

    

第 15 章 付   則 
    

第 34 条 この会の運営について必要な細則は、別に

  定める。    

第 35 条 細則の新設会派については、運営委員会に 

おいての決議とする。   

第 36 条 この規定の改正は、総会の過半数の同意を 

得て改正することができる。  

第 37 条 この会則は平成４年３月８日より施行する 

平成５年４月 27 日、一部改正。 

 平成 11 年４月 16 日、一部改正。 

 平成 21 年４月 16 日、一部改正。 

平成 22 年２月 9 日、一部改正。 

 平成 25 年４月 16 日、一部改正。 

 平成 31 年４月 17 日、一部改正。 

令和８年３月 23 日、一部改正。 

 

 

細   則 
    

第１章 表   彰 
 

第１条 この細則は会則第 34 条に基づいて定める。 

第２条 本会の役員を 2 年以上務めた退会者には感 

    謝状を送る。会長は、その他、必要に応じ 

て運営委員会の議を経て感謝状を贈ることが 

できる。    

    

第 2章 慶   弔 
 

第３条 この会は会員の慶弔に際し、次の規定によ 

り慶弔の意を表す。   

  １．会員並びに生徒の死亡   

      金 10，000 円 供花及び弔電  

第４条 会長は特に必要と認めた場合、役員の承認 

を得て特別に慶弔等を表すことができる。 

第５条 本会の会員で、本会の発展に尽力された方 

に対する謝意については、運営委員会にお 

いて協議し、謝意を示す。  
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札幌市立新陵中学校ＰＴＡ 個人情報取扱規則 
        
 （目的）        

 第１条 札幌市立新陵中学校ＰＴＡ（以下「本会」という）が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動

の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、ＰＴＡ役員名簿・会員名

簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース（以下、「個人情報データベー

ス」という）の取り扱いについて定めるものとする。     

     

 （責務）        

 第２条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、ＰＴＡ活動において個人情報の保護に努め

るものとする。        

        

 （管理者）        

 第３条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。    

        

 （取扱者）        

 第４条 本会における、個人情報データベース取扱者は、役員・各委員会委員長とする。  

       

 （秘密保持義務）        

 第５条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに 

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。  

        

 （収集方法）        

 第６条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示 

する。        

        

 （周知）        

 第７条 個人情報取り扱いの方法は、総会資料やＰＴＡだより等で会員に周知する。  

      

 （利用）        

 第８条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。   

     

     （1）ＰＴＡ会員の集金業務、管理業務      

     （2）その他の文書の送付        

     （3）役員・会計監査・会員・常任委員等の名簿の作成     

     （4）委員選出、並びに役員等の推薦活動      

     （5）会報誌、ＰＴＡ役員のホームページ等への掲載     

       

 （利用目的による制限）        

 第９条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。     

      

 （管理）        

 第 10 条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人 

情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。   

        

 （保管及び持ち出し等）        

 第 11 条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機械等については、ウイルス 対策ソフトを

入れるなど適正な状態で管理することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含 

め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。   
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 （第三者提供の制限）        
 第 12 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しては

ならない。        
     （1）法令に基づく場合        
     （2）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合    
  （3）公衆衛生の向上または生徒の健全育成の推進に必要がある場合   

（4）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める 事務を遂行 
することに対して協力する必要がある場合     

         
 （第三者提供に係る記録の作成等）        
 第 13 条 本会は個人情報を第三者（第１２条第１号から第４号の場合を除く）に提供したときは、

次の項目について記録を作成し保存する。      
（1）第三者の氏名        

     （2）提供する対象者の氏名        
     （3）提供する情報の項目        
     （4）対象者の同意を得ている旨        
        
 （第三者提供を受ける際の確認等）        
 第 14 条 第三者（第１２条第１号から第４号の場合を除く）から個人情報の提供を受けるときは、 

次の項目について記録を作成し保存する。      
（1）第三者の氏名        

     （2）第三者が個人情報を取得した経緯       
     （3）提供を受ける対象者の氏名        
     （4）提供を受ける情報の項目        
     （5）対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要） 
        
 （情報の開示）        
 第 15 条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に 

沿ってこれに応じる。        
        
 （漏えい時の対応）        
 第 16 条 個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、

直ちに管理者に報告する。        
        
 （研修）        
 第 17 条 本会は、役員・委員長・会員・委員に対して、定期的に、個人データの取り扱いに関する

留意事項について、研修を実施するものとする。     
   

 （苦情の処理）        
 第 18 条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切且つ迅速な処理に努めなければならな

い。        
 
 （改正）        
 第 19 条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し承認をもって 

改正することができる。なお、本規則を改定した場合は、第７条に定める周知方法をもっ
て会員へ周知するものとする。        

        
附則 本規則は平成３１年６月１日より施行する。      
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